
仕様書

１．事業名

不要電算機器等引取委託業務

２．事業の概要

不要となった電算機器の引取を行う

３ 引取場所

４．引取期限

令和７年９月２６日（金）午後５時まで

（物品の引渡し日時は、契約後協議の上決定する。）

５．業務詳細

（１）不要となった電算機器等の引取を行うこと。

（２）不要電算機器等の明細については「別紙：対象機器一覧」のとおりとする。

（３）別紙記載の機器について、使用可能なもの使用不能のものが混ざっている。なお、プリ

ンターのトナーは抜いている。

（４）受注者が、当該電算機器等が廃棄物にあたると判断した場合は廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法律第１３７号）等関係法令の規定に基づき業務を行うこと。た

だし有価物と判断する場合はこの限りではない。

（５）有価物と判断した場合は、引取にかかる費用からその価格を引きその額を見積額とする

こと。その見積額がマイナス（有価物の売却価格の方が大きい）場合は、見積額に△を記

載すること。

（６）見積にあたり現場確認が必要な場合は電話連絡の上日程調整を行うこと。ただし、引取

り機器の全てが揃うのは令和７年８月中旬移行の予定である。

（７）「別紙：対象機器一覧」の機器数量は数台増減があることを見込むこと。

（８）その他記載のない事項においては、担当者と別途協議を行うものとする。


